
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府

令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

静岡県条例第20号

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内

閣府令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

（指定通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正）

第１条 指定通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成25年静岡県条例第32号）の

一部を次のように改正する。

改正前 改正後

（法第21条の５の15第３項第１号の条例で定

める者）

第３条 法第21条の５の15第３項第１号の条例

で定める者は、法人とする。ただし、法第６

条の２の２第３項に規定する医療型児童発達

支援（病院又は診療所により行われるものに

限る｡)に係る指定の申請については、この限

りでない。

（指定障害児通所支援事業者等の一般原則）

第４条 指定障害児通所支援事業者等は、通所

給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の

適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計

画を作成し、これに基づき障害児に対して指

定通所支援を提供するとともに、その効果に

ついて継続的な評価を実施することその他の

措置を講ずることにより障害児に対して適切

かつ効果的に指定通所支援を提供しなければ

ならない。

２ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定

障害児通所支援事業者等を利用する障害児の

意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の

立場に立った指定通所支援の提供に努めなけ

ればならない。

３ 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び

家庭との結び付きを重視した運営を行い、都

（法第21条の５の15第３項第１号の条例で定

める者）

第３条 法第21条の５の15第３項第１号の条例

で定める者は、法人とする。ただし、法第６

条の２の２第２項に規定する児童発達支援

（病院又は診療所により行われるものに限

る｡)に係る指定の申請については、この限り

でない。

（指定障害児通所支援事業者の一般原則）

第４条 指定障害児通所支援事業者は、通所給

付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適

性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画

を作成し、これに基づき障害児に対して指定

通所支援を提供するとともに、その効果につ

いて継続的な評価を実施することその他の措

置を講ずることにより障害児に対して適切か

つ効果的に指定通所支援を提供しなければな

らない。

２ 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障

害児通所支援事業者を利用する障害児の意思

及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場

に立った指定通所支援の提供に努めなければ

ならない。

３ 指定障害児通所支援事業者は、地域及び家

庭との結び付きを重視した運営を行い、都道



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

（児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第２条 児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成25年静岡県条例第29号）の一部を次のよう

に改正する。

道府県、市町村（特別区を含む｡)、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第５条第１

項に規定する障害福祉サービスを行う者、児

童福祉施設その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との連携に努めなけ

ればならない。

４ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定

障害児通所支援事業者等を利用する障害児の

人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じなければ

ならない。

（人員に関する基準）

第５条 前条に定めるもののほか、法第21条の

５の17第１項第１号の指定通所支援に従事す

る従業者に係る条例で定める基準及び法第21

条の５の19第１項の条例で定める基準は、規

則で定める。この場合において、これらの基

準は、前条に規定する指定障害児通所支援事

業者等の一般原則を踏まえたものとしなけれ

ばならない。

（設備及び運営に関する基準）

第６条 第４条に定めるもののほか、法第21条

の５の17第１項第２号及び第21条の５の19第

２項の条例で定める指定通所支援の事業の設

備及び運営に関する基準は、規則で定める。

この場合において、これらの基準は、第４条

に規定する指定障害児通所支援事業者等の一

般原則を踏まえたものとしなければならな

い。

府県、市町村（特別区を含む｡)、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号）第５条第１項

に規定する障害福祉サービスを行う者、児童

福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との連携に努めなけれ

ばならない。

４ 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障

害児通所支援事業者を利用する障害児の人権

の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、その従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講じなければならな

い。

（人員に関する基準）

第５条 前条に定めるもののほか、法第21条の

５の17第１項第１号の指定通所支援に従事す

る従業者に係る条例で定める基準及び法第21

条の５の19第１項の条例で定める基準は、規

則で定める。この場合において、これらの基

準は、前条に規定する指定障害児通所支援事

業者の一般原則を踏まえたものとしなければ

ならない。

（設備及び運営に関する基準）

第６条 第４条に定めるもののほか、法第21条

の５の17第１項第２号及び第21条の５の19第

２項の条例で定める指定通所支援の事業の設

備及び運営に関する基準は、規則で定める。

この場合において、これらの基準は、第４条

に規定する指定障害児通所支援事業者の一般

原則を踏まえたものとしなければならない。

改正前 改正後



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

（指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正）

第３条 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成25年静岡県条例第33号）

の一部を次のように改正する。

（最低基準の目的）

第２条 この条例及びこの条例に基づく規則で

定める基準（以下「最低基準」という｡)は、

知事の監督に属する児童福祉施設に入所して

いる者が、明るくて、衛生的な環境におい

て、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた

職員の指導により、心身ともに健やかにし

て、社会に適応するように育成されることを

保障するものとする。

（最低基準の目的）

第２条 この条例及びこの条例に基づく規則で

定める基準（以下「最低基準」という｡)は、

知事の監督に属する児童福祉施設に入所して

いる者が、明るくて、衛生的な環境におい

て、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた

職員の指導又は支援により、心身ともに健や

かにして、社会に適応するように育成される

ことを保障するものとする。

改正前 改正後

（基本方針）

第３条 指定障害児入所施設等は、入所給付決

定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、

障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作

成し、これに基づき障害児に対して指定入所

支援を提供するとともに、その効果について

継続的な評価を実施することその他の措置を

講ずることにより障害児に対して適切かつ効

果的に指定入所支援を提供しなければならな

い。

２ （略）

３ 指定障害児入所施設等は、地域及び家庭と

の結び付きを重視した運営を行い、都道府

県、市町村（特別区を含む｡)、障害者の日常

（基本方針）

第３条 指定障害児入所施設等は、入所給付決

定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、

障害の特性その他の事情を踏まえた計画及び

障害児（15歳以上の障害児に限る｡)が障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成17年法律第123号）第５条第

１項に規定する障害福祉サービス（以下「障

害福祉サービス」という｡)その他のサービス

を利用しつつ自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、自立した日常生活

又は社会生活への移行について支援する上で

必要な事項を定めた計画を作成し、これに基

づき障害児に対して指定入所支援を提供する

とともに、その効果について継続的な評価を

実施することその他の措置を講ずることによ

り障害児に対して適切かつ効果的に指定入所

支援を提供しなければならない。

２ （略）

３ 指定障害児入所施設等は、地域及び家庭と

の結び付きを重視した運営を行い、都道府

県、市町村（特別区を含む｡)、障害福祉サー



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成17年法律第123号）第５条第１項に

規定する障害福祉サービスを行う者、他の児

童福祉施設その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。

４ （略）

ビスを行う者、他の児童福祉施設その他の保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。

４ （略）


